
 

平成 27 年度の検討内容及びスケジュールについて 

 

<Ｈ２７年度 協議会における検討事項（案）＞ 

(1) 基幹公共交通の機能強化について 

(2) 熊本都市圏におけるバス路線網再編について 

(3) ゆうゆうバス及び公共交通空白地域等への対応について 

(4) 地域公共交通網形成計画の策定および実施について 

※ その他、熊本における交通系ＩＣカード進捗状況の確認及び熊本市公共交通協議

会規則第 2 条に掲げる項目等 

 

熊本市公共交通協議会規則 抜粋 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 公共交通ネットワークの強化に関すること。 

(2) 公共交通の利用の促進に関すること。 

(3) 公共交通空白地域等への対応に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、利便性の高い公共交通を実現するために必要な事項に関す

ること。 

 

 

＜Ｈ２７年度 協議会体制（案）＞ 

【専門部会】 

平成 27 年度においては、以下の方針にて各部会で検討を行い、適宜全体会へ報告。  

１．基幹公共交通部会 

 乗換拠点候補地の選定など基幹公共交通の機能強化について協議 

２．バス路線網再編部会 

  都市圏で一元的なバスサービスを提供するための体制構築等について協議 

３．コミュニティ交通部会 

ゆうゆうバス及び公共交通空白地域等に対応したコミュニティ交通導入等につい

て協議 

資料８ 
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